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２０２５年度事業計画 

                       ２０２５年  ３月 ２７日  

                一 般 財 団 法 人  安 全 保 障 貿 易 情 報 センター 

                                          （ＣＩＳＴＥＣ） 

 

この 1年間、世界の安全保障情勢は引き続き複雑であり、また内外で経

済安全保障に関連した規制強化も相次ぐなど、産業界にとって難しい判断

・対応が求められた。  

世界の状況を俯瞰してみると、まず本年1月に発足した米国の第2次トラ

ンプ政権の動向が注目される。 

アメリカ第一主義が前面に出され、その政策や大統領自身の言動が世界

を大きく揺り動かす状況になっている。米中関係、ロシア・ウクライナ情

勢、中東情勢がどうなるのか、更には同志国であるはずのEU等との関係も

どうなるのか、いずれも予測が困難で、不透明性、不確実性が高まってい

るように強く感じられる。 

トランプ政権は関税を武器に米国の優位性を取り戻し、製造業の回帰・

強化を指向し、それらの関連措置を先行させているが、1月 20日に公開さ

れた「アメリカ・ファースト政策」では、輸出管理に関する評価検討の指

示も大きな柱となっている。そこでは、輸出管理体制につき、戦略上の敵

対者・地政学的ライバルその他の国家安保等の考慮すべき動向を踏まえて

修正を助言するよう所管省庁に求めているが、具体的には、米国の技術的

優位性の維持・獲得・強化方法、既存の輸出規制の抜け穴の特定と排除方

法、輸出管理措置の外国による遵守奨励メカニズムの評価等が課題として

示されている。評価を踏まえた提言は、4月1日までに提出することとされ

ており、その内容によって、具体的な施策が見えてくるものと思われる。 

中国においては、反外国制裁法、信頼できないエンティティリスト、輸

出禁止・輸出制限技術リスト等の国家安全法制が整備され、更に昨年10月

には輸出管理法に基づく条例が公布されて、再輸出規制を米国並みに運用

できる法整備もなされた。その上で、中国が優位性を持つ両用品や鉱物資

源等について、米国の防衛関連企業や、対米国・米国企業等に対して再輸

出規制も含めて禁輸措置を発動するなど、我が国を含む西側諸国の国際サ

プライチェーンにも大きな影響を及ぼしつつある。従来の対抗・報復措置

は、どちらかと言えば象徴的なものだったが、相手に痛みを与えるような
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実効的なものに移行しつつある。 

その中で、米国規制により中国企業を差別的に扱ったことを理由として、

独禁法も含めて企業にペナルティを科す動きが出てきており、日本企業も

米中間の板挟みとなる局面が生じる可能性が懸念される。 

また、データ安全法や改正反スパイ法、改正国家秘密保守法等により、

輸出管理関連情報を含めてビジネスに必要な通常の経済データ、企業デー

タの入手も難しくなるなど、ビジネス環境上の制約が増してきている。  

また、ロシアによるウクライナ侵攻に対しては、G7諸国など主要国が一

致して前例のない広汎な制裁を集中的に講じてきた。迂回輸出によりロシ

アの武器等に利用されているCommon High Priority Items Listを作成し、

西側諸国から第三国経由の迂回防止策も実施し、更なる制裁の効果を高め

る措置をとってきた。 

他方、トランプ新政権は発足直後から、ロシア・ウクライナ停戦に向け

て従来とはまったく異なるアプローチを取る動きを進めつつあり、EU主要

国に対する批判も繰り返すなど、これまでのG7ベースでの西側同志国連携

による対応が継続できるのか、不透明さが増してきている。  

その他、中国、北朝鮮の核ミサイル能力の拡大、ロシアと北朝鮮の軍事

同盟締結及びイラン、中国等との関係強化などのほか、中東情勢について

も、パレスチナのガザ地区を巡る混乱やシリア政権崩壊に伴う情勢の変動

なども、国際的な安全保障面での影響が注視される。  

これまで、各国とも産業・技術基盤の強化や同盟国・同志国間のサプラ

イチェーンの構築など、経済安全保障に関する取組を強化しているところ

であり、我が国においても、昨年経産省の組織改編により、貿易経済協力

局が「貿易経済安全保障局」に改組されている。 

加えて、昨年4月の安全保障輸出管理に関する産構審小委員会の提言を

受けた諸施策が、ＣＩＳＴＥＣの関係委員会とも密な意見交換を経て整備

されてきている。技術管理強化のための官民対話スキームの構築、通常兵

器キャッチオール規制の客観要件の拡大、国際レジームを補完する加盟国

連携による合意や、半導体製造関連等の特定の技術を保有する同志国間で

の連携による規制も追加されるなど、輸出管理対象としてカバーする必要

がある範囲が従来よりも大きく拡がってきた。 

ＣＩＳＴＥＣとしては、引き続き、産学官のリンケージチャネルとして

の役割・機能を高めつつ、我が国全体の輸出管理水準の向上に向けて、一
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層の貢献を、以下のとおり積極的に展開していく。 

 

Ⅰ 輸 出 管 理 に関 連 する調 査 ・研 究 ・情 報 の収 集 ・分 析  

 

１．輸出管理に関する総合的調査研究－安全保障輸出管理委員会の運営 

 

的確かつ効率的な輸出管理を実施するため、賛助会員が参加する安全

保障輸出管理委員会傘下の部会、専門委員会及び分科会等において、激

動する安全保障輸出環境に応じて新たに打ち出される国内外の諸施策

（規制）と諸問題について、総合的に調査・研究を行い、企業の自主管

理の円滑な実施を支援する観点から、合理的かつ実効的な輸出管理のあ

り方、規制内容の明確化、手続の効率化等諸般にわたる検討を行う。ま

た、米国の輸出管理改革法による新興技術、基盤的技術に見られる特定

の懸念国を念頭に置いた輸出管理に係る諸問題についても調査・研究を

行う。 

 

２．安全保障輸出管理にとって有益な情報の収集・分析 

 

    国内外の公開情報、調査会社への委託、外部のデータベース、内外の

展示会等の情報ソースを通じ、以下の情報を始めとした関連情報を体系

的に収集・分析、提供する。 

 

（１）企業のエンド・ユース、エンド・ユーザー管理に役立つ顧客情報、  

懸念プロジェクト及び懸念国の動向等に関する情報 

 

（２）規制に係る貨物・技術の評価・分析 

 

（３）規制に係る貨物・技術の懸念地域等における技術水準、技術開・ 

生産動向等の情報 

 

（４）ロシアのウクライナ軍事侵攻への制裁関連動向の情報 

  ロシアによるウクライナへの軍事侵攻等に対して、我が国を含む西側

主要国は、これまで例をみない広汎な輸出規制・制裁措置を取ることに

合意し、発動した。 

特に米国の制裁は、輸出規制、金融制裁とも、その域外適用により我

が国企業の取引にも大きな影響を与えるため、引き続き情報を適時に収

集・提供を図っていく。 
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  また、我が国においても、米国、EU等の主要国と協調し、同様の制裁

措置の発動を閣議了解により決定し、輸出禁止等の措置は外為法に基づ

くものとして政省令改正等により行われている。 

ＣＩＳＴＥＣでは経済産業省に対して不明点等についての質問をとり

まとめて回答を得ることや速やかに内外の制裁の諸動向についての解説

資料を作成・提供してきているが、引き続き情報を適時に収集・提供を

図っていく。 

 

（５）米国・アジア諸国の輸出管理制度及びその運用の実態等の情報 

  米国商務省BISは、先端半導体関連、AI関連等を中心に著しい規制強

化を進めてきているが、いずれも日本企業を含む各国の企業の取引（国

内取引を含む）に大きな影響を与えるものである。 

  第 2次トランプ政権下で一層の規制強化が見込まれるが、引き続き情

報を適時に収集・提供を図っていく。 

  さらに、アジア諸国での輸出管理制度整備が進みつつある中、情報収

集・提供に努めていく。 

 

（６）米中・米朝・米ロ関係等の緊張と関連動向等の情報 

  上記の米中における法制度整備、米国による制裁その他の措置、中国

における軍民融合戦略の深化、米中ロの先端兵器開発の推進、米ロ関係

や中東情勢の変化、北朝鮮の核・ミサイル開発、その他関連する政治・

軍事動向等を引き続き慎重にフォローし、産業界への影響やリスクに関

する留意点について情報発信に努める。 

  

Ⅱ 安 全 保 障 輸 出 管 理 に関 する政 府 への提 言  

  

（１）我が国の安全保障輸出管理制度及びその運用に関し、これまでの 

活動成果に基づき、必要な提言を行い、国際輸出管理レジーム交渉への

反映などを通じ、制度運用の改善を目指していくほか、レジーム合意の

我が国政省令への適切な反映がなされるよう引き続き政府に働きかけて

いく。 

また、2025年度は、産構審小委員会の提言を受けて制度化された諸施

策の実行段階に入るが、適切な運用がなされるよう、経産省当局との意

見交換を通じて努めていく。 

 

（２）また、以前から問題提起を続けている中長期的な輸出管理法体系の

見直し、わかりにくさの是正等については、産構審小委提言でも、「中
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期的課題等」として検討課題として挙げれていることも念頭におき、継

続的に問題提起を行っていく。 

 

（３）規制番号体系の国際化（EU準拠）に関しても、単に産業界のグロー

バル展開を円滑にする上での課題にとどまらず、国際的な輸出管理連携

の動きの中で、主要国が同様の体系、枠組みによって共通の規制を講じ

ることが相互に確認できるようにするためにも重要な課題となってきて

いることから、継続課題として取り組んでいく。 

  

（４）防衛装備移転三原則や１項品目の移転に係る運用・手続き等に関す

る課題については、国家安全保障戦略において最近の安全保障環境を受

けて同三原則やその運用指針を始めとする制度の見直しを図ることとさ

れたことを踏まえて、これまで関係省庁に要請書を提出してきた。 

これを踏まえ、新たな包括許可制度が導入されることとなるなど進展

が見られたが、引き続き関係省庁と協議しつつ、その円滑な運用実現に

努める。 

 

（５）我が国の輸出者にも域外適用される米国の再輸出規制や制裁に関し

ても、対中国を意識した新たな措置等、その動向をフォローすると共に、 

中国輸出管理法等の運用に伴い生じる問題等についても、必要に応じ日

本政府等への働きかけを行っていく。 

 

Ⅲ 産 業 界 の自 主 的 な安 全 保 障 輸 出 管 理 活 動 への支 援  

 

1. 安全保障輸出管理に関する情報の提供 

 

（１）ホームページを通じた基礎的情報や変化する内外状況に関する情報

の提供 

  ホームページについてはリニューアルを実施したところだが、規制の

拡大に伴い、輸出管理に従事する輸出者や従事者層の裾野もまた拡大し

つつあることを踏まえ、引き続き、入門者、中小企業、大学などによる

利用も念頭におきつつ、安全保障輸出管理に関する基礎的情報をより充

実させていく。 

  また、輸出管理に関わる内外状況が大きく動いており、それらに関す

る情報・分析等の提供も更に強化していく。 

  

（２）総合データベースに係る情報の提供 
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  自主輸出管理におけるエンド・ユーザー調査の際に有用と思われる顧

客情報、懸念国等に関する情報、輸出規制関連法令等の情報提供をホー

ムページを利用して、引き続き以下のとおり行うとともに、その一層の

利便性向上のために必要な方策を検討の上、適時に講じていく。 

 

①「賛助会員コーナー」：国内法令改正のポイント解説付き速報、        

包括マトリックスＶＢＡ版、国名で調べる個別許可（提出書類・申請

窓口）ツール、海外輸出管理規制動向、安全保障輸出管理委員会情報、

ＣＩＳＴＥＣジャーナル等を提供。 

②「国内法令コーナー」：国内法令改正後の全文（とけ込み版）を施行

  日に即日提供。リンク付き法令集の提供。 

③「ＣＨＡＳＥＲコーナー」：安全保障輸出管理に係る顧客情報、輸出

  管理関連情報等を、最近の諸情勢を踏まえてさらに充実させる。特に、

  ＣＨＡＳＥＲ情報について、コンテンツ拡充に努めるとともに検索機

  能の向上を図る。 

④「該非判定コーナー」：輸出貿易管理令別表第１及び外国為替令別表

 の該非判定ツールである項目別対比表及びパラメータシートを引き続

 き電子データで提供する。 

⑤「ガイダンスコーナー」：ＣＩＳＴＥＣのガイダンス類の横断検索や

 印刷が可能なガイダンスデータベースを提供する。 

 

２．企業の自主輸出管理ツール等の出版、提供 

 

（１）自主輸出管理ツールの出版・提供 

企業の的確かつ効率的な安全保障輸出管理に役立つ管理ツールを提供

 するとともに、該非判定業務及び通関業務円滑化のための情報提供を以

 下のとおり実施する。   

 

  ①企業の輸出管理業務遂行の指針となる安全保障貿易管理ガイダンス

   等の出版 

②輸出管理担当者の実務遂行上参考となる輸出貿易管理令別表第１・

外国為替令別表の項目別対比表、各種パラメータシート、分野別輸

出管理品目ガイダンス等の出版 

 ③該非判定手続の簡素化等と通関業務の円滑化のための集積回路を対

象とした「自主判定結果公表リスト」の提供。なお、その提供方法

については、「公表リスト検索システムWeb版」を中心に効率的な

提供を行う。 
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  ④安全保障輸出管理に関する各種の定期刊行物、報告書等各種閲覧資

料の拡充・整備 

 

（２）安全保障輸出管理に資する書籍の出版等 

  上記の他、安全保障輸出管理に資する各種の基礎的書籍、海外法制度

に関する解説書等の企画、出版等を行っていく。特に、中小企業や大学

での輸出管理実施の必要性が一層高まっていることなども踏まえて、新

規の輸出管理従事者も視野に入れた基礎的解説書、ガイダンス類の充実

に努めていく。 

   

３．相談業務 

   

（１）規制貨物・技術に係る該非判定、安全保障貿易管理に係る法令の解  

釈、企業における輸出関連法規遵守のための輸出管理内部規程 （コン  

プライアンス・プログラム：ＣＰ）の作成等に関する相談を引 き続き  

行う。 

 

（２）なお、相談業務については、従来の面談又は電子メールに加えて、

Web面談を中心に行っているが、安全保障貿易管理の重要性が高まると

ともに企業等からの相談内容が高度なものになっている傾向にあり、内

容も多岐にわたることから、引き続き相談体制の充実を図っていく。 

 

（３）EAR等米国法令関連の相談受付 

  米中関係の緊張に伴って、米国の輸出管理関連の規制、制裁が目立っ

ており、これまでEAR等米国法令関連についての個別の相談は基本的に

受けていなかったが、ニーズが高いことを踏まえて、賛助会員を対象に

トライアルとして相談を受付けているところ、有用であると好評なため、

2025年度も引き続き実施する。 

 

４．教育・啓発機会の提供 

 

（１）産業界等のニーズに資する研修会等の開催    

企業や大学における自主輸出管理体制の整備と輸出管理担当者の審査

能力の向上等を図るため、引き続き研修会等の教育・啓発活動を行う。 

  研修会のテーマ、内容等については、産業界等のニーズに資するもの

を検討していく。なお、Web配信セミナーも引き続き積極的に活用する。 
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（２）研修会等の開催、協力 

  実施予定の主な研修会等は以下のとおりである。 

①法令改正等に関する説明会 

「政省令等改正説明会」 

②安全保障貿易管理研修会 

「 基 礎 コ ー ス 」 、 「 分 野 別 研 修 会 」 、 「 実 務 演 習 コ ー ス （ 該 非 判

定 ） 」 、 「 実 務 演 習 コ ー ス （ キ ャ ッ チ オ ー ル ・ 取 引 審 査 等 ） 」 、

「実務演習コース（米国法の基礎と再輸出規制の実務）」、「海外

法制度シリーズ（欧州／アジアの法制度編）」、「技術提供管理に

関する研修会」等の研修会を引き続き実施するとともに、「企業に

おける自主管理実務」、「国際的な輸出管理をめぐる諸状況」等、

時宜にかなった研修会・講演会を適宜実施していく。 

③政府・企業・大学・研究機関等が行う輸出管理講習会、内部研修等

への講師派遣 

④関係省庁による賛助会員向けセミナーの開催 

  

（３）Web配信セミナーサービスの拡充 

  時間と場所を問わず受講できるようにすることにより利便性を向上すべく、

Web配信セミナーサービスの拡充を図り、当該セミナーの録画、独自に製作す

る専門家による講義の録画、パワーポイント形式音声ファイル等、様々な形態

で提供しているところ、今後も内容の一層の拡充に努める。 

 また、録画データをDVDで販売するとともに、クラウド経由ダウンロード方

式での販売も進める。 

 

（４）制度の円滑な運用に資する官公庁向け研修会の実施 

従来、税関研修として実施していた輸出規制対象品目の識別等に関す

る研修（CIT研修）を、2017年度から関係官公庁向けにＣＩＳＴＥＣ主

催にて実施しているところ、有用であると好評なため、2025年度も引き

続き実施する。 

 

（５）講師派遣サービスの拡充 

 講師派遣サービスは適正な自主管理への一助として、企業・大学等へ

輸出管理研修のため講師を派遣しており、一定の評価を得ている。従来、

講義の範囲を外為法に関する講義に限定していたが、必要に応じて輸出

管理に関連する国内外の諸情勢、法令に関する講義を含めることができ

るよう拡大し、引き続きサービスの拡充に努める。 
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５．「安全保障輸出管理実務能力認定試験」の実施 

 

（１）企業における輸出管理担当者の実務能力の向上等を目的に実施して

い る 安 全 保 障 輸 出 管 理 実 務 能 力 認 定 試 験 （ STC － Associate 、 STC-

Advanced 及 び STC － Expert ・ STC － Legal Expert ・ STC － 準 Legal 

Expert）について、引き続き本年度は、以下を目途に実施する。 

①  STC－Associate：東京・大阪・名古屋・博多において年１回 

②  STC－Advanced ：東京・大阪・名古屋・博多において年１回 

③  STC－Expert・STC－Legal Expert・ STC－準Legal Expert 

   ：東京・大阪・名古屋において年１回 

また、STC-Associateオンライン試験は年2回実施すると共に、STC－

Advancedオンライン試験も年1回実施する。 

 

（ ２） STC-Associate入門セミナー及び STC-Advanced／ STC-Expert法 令 編

入門セミナーを引き続き実施する。 

 

（３）安全保障輸出管理実務能力認定試験のe-ラーニング用ファイルの公

開 

   STC Associate、 STC Advanced、 STC Expert/Legal Expertの対策コー

スや演習問題集のファイルを一般コーナーや賛助会員コーナーにe-ラー

ニングとして公開しており、イントラネットでも利用可能となっている

ところ、引き続き情報を更新して提供する。 

 

６．機関誌等の発行 

 

（１）内容の充実 

 定期刊行物「ＣＩＳＴＥＣジャーナル」については、各種の特集企画

や調査分析レポート、連載コーナーを継続するほか、海外シンクタンク

報告書、産業界や大学の的確な輸出管理に資する安全保障輸出管理に関

する法令、内外の安全保障に関する情報等を適時に掲載し、充実を図っ

ていく。 

 また、中長期的課題である輸出管理法体系の再構築に向けた様々な提

言等も引き続き掲載していく。 

なお、安全保障貿易学会とも連携し、その発表成果等の紹介も必要に

応じて行っていく。 

 

（２）「ＣＩＳＴＥＣジャーナル」Web版の発行 
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 また、賛助会員だけでなく、一般の非会員も電子版を閲覧、検索がで

きる「ＣＩＳＴＥＣジャーナル」Web版を引き続き発行する。 

 

Ⅳ  輸出者における該非判定や取引審査の効率化、負担軽減等支援 

 

（１）輸出者に対する該非判定、取引審査の効率化、適正化等支援 

  輸出者による該非判定や取引審査をより効率化、適正化することを支

援するため、データベースや相談事業の充実、ガイダンス類その他支援

ツールの提供等、総合的な支援施策の充実を検討する。 

  また、主要な西側諸国や国連等の公的な懸念者・制裁者リストをまと

めた「統合制裁リスト情報」を、総合データベースの「ＣＨＡＳＥＲコ

ーナー」とは別途、一般向けに2022年度から開始したところであるが、

それらのリスト掲載者との取引にはリスクがあるため、利用促進を図る。 

 

（２）大学や中小企業等に対する輸出管理支援 

  近年の大学における安全保障輸出管理向上の必要性の高まりを受けて、

産業界に対する輸出管理支援の蓄積を活かし、大学に対する講師派遣、

相談等の支援を引き続き進めていく。 

特に経済産業省の大学向けの輸出管理アドバイザー派遣事業、中小企

業等アウトリーチ事業の実施など、大学・中小企業向けの輸出管理支援

の取り組みが強化されていることを踏まえ、それらの政府事業への側面

支援とともに、ＨＰでの大学・中小企業向けポータルサイトでのコンテ

ンツの充実、「大学向けＣＨＡＳＥＲ情報」の提供、体制整備支援サー

ビス、講師派遣等を引き続き行っていく。 

 

（３）該非判定支援サービス 

  依頼者に該非判定の方法を説明すると共に、依頼者作成の該非判定結

果に対し、輸出管理経験の豊富なアドバイザーが検証を行って、当該該

非判定を支援するサービスを実施しているところ、中小企業を中心に大

企業も含め利用件数は着実に推移しており、引き続き実施していく。 

 

（４）監査・体制整備支援サービス 

  輸出管理に係る監査代行、監査に関する助言指導等、監査に関する支

援サービスと、これから輸出管理体制を構築・整備しようとする企業・

大学等を対象に体制構築、輸出管理内部規程･細則の策定及び運用方法

等に関する体制整備支援サービスを引き続き実施していく。 
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（５）輸出管理人材募集情報の提供 

  登録者への輸出管理人材募集情報の提供を通じて、大学、中小企業等

での人材募集の支援と、輸出管理人材の有効活用を引き続き実施し、我

が国全体の輸出管理水準の底上げを図る。 

 

（６）経済産業省の個別指導事案に関する相談窓口の設置・運用 

  当局において、従前の法令解釈と異なったり、過大な負担を余儀なく

されるような指導等が行われる事例があった場合、迅速にそのような事

案を吸い上げ、それらが産業界全般に波及しないよう、早期解決に導く

手段のひとつとして、賛助会員を対象として引き続き運用していく。 

 

Ⅴ 安 全 保 障 輸 出 管 理 に関 連 する国 際 的 活 動 の推 進  
 

１．輸出管理に関する国際交流の促進 
 

  米中覇権争いの中で激動している安全保障輸出管理の変化（その方向

性や新たな規制への対応）について情報を入手し、米国の再輸出規制や

いわゆる同志国規制への対応を誤らないため、国際的なハーモナイゼー

ションを積極的に推進することが必要である。こうしたハーモナイゼー

ションを実現するためには、政府のみならず、産業界レベルの国際的な

意見交換を通し、輸出管理の国際的潮流を把握することも重要であり、

引き続き、米国、欧州のみならずアジアの輸出管理に関係する政府機関、

団体、研究機関及び企業との密度の高い交流を進める。 

 

２．アジア諸国等の輸出管理体制整備協力事業の推進 
 

  産業界の国際展開が進む中で、国際的な安全保障輸出管理を真に実効

 あるものとするためには、アジア諸国・地域などの国々における輸出管

 理の質的向上が一層重要となっている。 

  これまで我が国におけるアジア輸出管理セミナー、アジア諸国・地域

の現地での輸出管理セミナーに係る運営協力を行ってきたが、輸出管理

の導入レベルに応じ、引き続き、国際輸出管理レジーム非参加国を含め

た輸出管理の拡大（アウトリーチの強化）活動に積極的に取り組んでい

く。 

以 上 


